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第１章 行動計画策定の趣旨 

１ 行動計画策定にあたって 

県では、農林水産業・農山漁村の振興施策を進めていくため、県が行う長期的展望に立った

施策の基本的な方向性を示すものとして、令和 4 年度を初年度とし、令和 12 年度を目標年度

とする福島県農林水産業振興計画を策定しました。 

その中で、豊かな地域資源をいかしたグリーン・ツーリズムや観光と連携した農林漁業体験な

ど、農山漁村と都市住民の交流活動を推進する取組を展開するとしています。 

南会津地域では、「子ども農山漁村交流プロジェクト1」のモデル地域に選定されて以降、積

極的に農林漁業体験・宿泊体験の受入に取り組んでおり、当事務所も、農家民宿の開設支援

等、受入の取組を支援してきました。 

本県の農林水産業・農山漁村のめざす姿の一つである「活力と魅力ある農山漁村の実現」の

ため、関係機関が連携して取り組む行動計画を定め、さらなる取組を進めていきます。 

 

２ 行動計画の位置づけ・期間 

（１） 行動計画の位置づけ 

本計画は、南会津地方において、活力と魅力ある農山村を実現する方策としての教育旅行

の受入拡大に向けて、昨今の社会経済情勢を踏まえた当地方の農家民宿の置かれた環境を

的確に評価・分析することで、各種施策の目的・展開方向を明確にするとともに、関係機関・

団体及び当事務所が連携して取り組む各種事業を体系化・最適化し、関係機関・団体及び

当事務所それぞれの役割に応じた具体的な行動計画を定め、実践することをもって、当地方

における農山村の振興・発展に寄与することを目的とします。 

 

（２） 行動計画の期間 

令和 6年度を初年度とし、令和 8年度までの 3か年の行動計画とします。 

 

（３） 行動計画の進行管理 

「教育旅行における農家民泊受入者数」の調査により、施策の達成度を確認します。 

また、別途調査する「講じた施策」等により、行動計画の検証・評価を行い、ＰＤＣＡサイクル

による進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

                                                      

1 子ども農山漁村交流プロジェクト：内閣官房・内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、環境省が連

携し、学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、力強い子どもの成長を支える教育活動

として、小・中学校における農山漁村での長期宿泊体験活動を推進するもの。 
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（人） 

第２章 行動計画策定の背景 

１ 南会津の農家民宿の現状 

南会津地域は、2008 年に子ども農山漁村交流プロジェクト受入モデル地域に選定されて以

降、非常に多くの農家民宿が開設され、多いときは 190軒近くの農家民宿が営業していました。 

また、一時は東日本大震災及び原子力災害による影響を受けたものの、関係機関の尽力に

より、教育旅行における農家民泊受入者数は着実に増加し、令和元年には 5,000人を超えるな

ど、積極的に農林漁業体験・宿泊体験の受入に取り組んできました。 

しかし近年、高齢化等を背景に、営業する農家民宿の数が減少しているばかりでなく、新型

コロナウイルス感染症の影響により受入を休止した後、そのまま営業をやめてしまう農家民宿が

相次いでいます。 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5 類感染症」に移行され、教育旅行

の需要は回復傾向にありますが、廃業する農家民宿が多いことから、南会津地域の農家民宿

で一度に受入可能な生徒数に限りがあるため、一部の小規模校しか受け入れることができない

状況にあり、南会津地域での受入回数も減少しています。 

このため、他地域と比較すると、新型コロナウイルス感染症の 5 類移行後の教育旅行におけ

る農家民泊受入者数の回復は鈍く、まさに苦境に直面しているといえます。 

なお、南会津地域の農家民宿の多くは、一般客ではなく教育旅行のみを受け入れてきたとこ

ろが多く、今後もそれを希望しているため、教育旅行における農家民宿受入に特化した取組を

推進します。 

 

【教育旅行における延べ宿泊者数と農家民泊受入者数（南会津地域での比較）】 

 

 

（出展）延べ宿泊者数：観光交流課「令和４年度福島県教育旅行入込調査報告書」  

農家民泊受入者数：南会津農林事務所調べ（関係団体への聞き取りによる） 
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２ 農家民宿を取り巻く情勢の変化 

中山間地域を始めとする農村では、少子高齢化・人口減少が都市に先駆けて進行している

一方で、若者を中心とした「田園回帰2」による人の流れが全国的な広がりを持ちながら継続して

おり、農村の持つ価値や魅力が再評価されています。 

農林水産省では、そのような農業・農村への関心の高まりやインバウンドの増加を背景として、

農家民宿や古民家宿泊施設等に滞在し、伝統的な生活体験や人々との交流を楽しみ、その土

地の魅力を味わう「農山漁村滞在型旅行」である「農泊」を推進しており、年間延べ宿泊者数を

令和 7年度までに 700万人泊とする目標を掲げています。 

また、近年、新学習指導要領の改訂により、「探求学習3」が一層重要視されており、その中で

教育旅行を「探求学習の場」としてとらえる学校が増加しており、これまでの定番となっていた行

先ではない場所でも、農林水産業や伝統文化などの地域資源を活かし、地域の課題を解決し

たり地域に貢献したりすることをテーマとした体験プログラムが注目されています。 

本県が実施する「ホープツーリズム」も、複合災害の教訓等から「持続可能な社会・地域づくり

を探究・創造する」プログラムであり、探求学習との親和性が高く、注目度が高まっています。 

 

 

 

 

 

【農泊地域の延べ宿泊者数の推移】 

 

（出展）農林水産省「農泊地域における令和４年度実績調査」 

                                                      

2 田園回帰：過疎地域において都市部からの人の移住・定住の動きが活発化している現象。 

3 探求学習：生徒自身が自分で問題を設定し、その問題を解決するために情報を収集・分析し、意見を交

換したり協働したりしながら進める学習活動。 
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(出展) 小規模農林漁家民宿宿泊数調査 

３ 南会津地域の農家民宿 

（１） 農家民泊受入者数の月ごとの推移（コロナ禍前後での比較） 

コロナ禍以前は、春（5 月）と秋（9 月）に受入者数のピークを迎えていましたが、コロナ禍明

け後は、春の受入者数が戻っておらず、過去には少なかった冬期（1～2 月）の受入が新たに

増えてきています。 

このことから、これまでの春と秋の受入者数の復活と、冬期間の受入体制を整えることで、

新規での受入開拓が望める可能性が示唆されます。 
 

【平成 30年度から令和元年度まで】 

 

 

 

 

 

 

 

【令和 4 年度から令和 5 年度まで】 

 

 

 

 

（出展）南会津農林事務所調べ（関係団体への聞き取りによる） 

 

（２） 営業中の農家民宿数と農家民泊受入者数 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、営業中の農家民宿数が減少しました。この減少

は、南会津地域において、一度に受入可能な生徒数等の制約となり、学校側の「南会津に子

どもたちを教育旅行させたい」という需要に応えられない事態となっています。 

このため、まずは、現状の民宿数であっても、南会津地域の近隣地域と広域連携し、配宿

することで、学校側の需要に対応することが考えられます。また、小規模な私立学校等の利用

を進め、成功事例を学校側・受入側の双方向から発信すること、さらには、営業中の農家民宿

経営者の方々への支援に加え、農家民宿の再開を目指す方々への支援、新規開設を目指

す方々への支援等により、徐々に農家民泊受入者数を回復できる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） （軒） 
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★：「小規模農林漁家民宿宿泊数調査」において

「営業中」と回答のあった農家民宿

（R5.12.31現在）

下郷町：３戸

只見町：22戸

南会津町：14戸

118

①大内宿

②中山風穴

③下郷町物産館

④塔のへつり

⑤観音堂（中ノ沢観音堂）

⑥猿楽台地そば畑

⑦養鱒公園いこいの広場

⑧道の駅しもごう

⑨観音沼森林公園

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭

⑮
⑯

⑰ ⑱

⑲
⑳
㉑
㉒

㉓

㉔

㉕

㉖
㉗
㉘
㉙

㉚

①

②
③
④

⑩癒しの森

⑪森林の分校ふざわ

⑫ただみ・モノとくらしのミュージアム

⑬ビーチバレーコート/トレーラーハウス

サッカー場

⑭河井継之助記念館

⑮旧長谷部家住宅

⑯只見スキー場

⑰田子倉ダム

⑱ただみ・ブナと川のミュージアム

⑲道の駅「尾瀬檜枝岐」

⑳尾瀬檜枝岐温泉スキー場

㉑檜枝岐村歴史民俗資料館

㉒中土合公園展望台

㉓檜枝岐の舞台・檜枝岐歌舞伎

㉔ミニ尾瀬公園

㉕尾瀬国立公園

㉛

㉜

㉝

㉞
㉟

㊱

㊲

㊳ ㊴

㊵

㉖御蔵入交流館

㉗会津田島祇園会館

㉘旧南会津郡役所

㉙鴫山城跡

㉚奥会津博物館

㉛会津西街道道の駅たじま

㉜会津高原だいくらスキー場

㉝駒止湿原

㉞宮床湿原

㉟会津高原南郷スキー場

㊱高清水自然公園

㊲久川城跡

㊳会津高原高畑スキー場

㊴前沢曲屋集落

㊵会津高原たかつえスキー場

121

352

121

401 400

289

289

（３） 南会津地域における農家民宿と主要な教育旅行資源の位置図 

ア 農家民宿の位置図から、只見町は農家民宿が概ね２箇所に集中し、南会津町や下郷

町は散在しています。 

  南会津地域全体でみた場合、散在した各農家民宿との距離が離れており、移動に時間

を要するため、スケジュールのずれや緊急時の対応の遅れにもつながることから、農家民

宿の受入キャパシティーは小さくなっています。よって、当面、誘引する学校の規模は小

規模校と考えられます。 

イ 南会津地域には６つのスキー場があり、只見町、南会津町では、これら近場のスキー場

を活用した冬期受入を拡大できる可能性があります。 
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強　み 弱　み

・雪を含む豊富な自然、輝かしい歴史

・スキー場が数多く存在、北海道よりも良い立地

・安価な価格設定

・営業、配宿の一元的な窓口

・ホープツーリズムとの地理的利点

・喜多方市や会津若松市との広域連携

・社会奉仕的な経営者の割合が多い

・高齢な経営者が多く、世代間の交流体験が可能

・受入農家民宿経営者数の減少

・教育旅行受入に伴う農家収入が比較的少ない

　（継続のディスインセンティブ）

・農業との両立の時間的負担、農閑期の体験の難しさ

・南会津ならではのブランドの未確立

・即時連携可能な受入農家のネットワークがない

・商工との連携が希薄

・PR手法の固定化、PR力が弱い

・開設、経営に関する手引書がない

機　会

・新型コロナウイルスの５類への移行

・教育旅行入込数の回復

・歴史・探求学習の必要

・農業・農村体験の必要

・自然・環境学習の必要

・スキー合宿の回復

・ホープツーリズムとの連携

・特色のある教育旅行のニーズの高まり

脅　威

・児童・生徒の減少

・他地域との競合

・特色ある教育旅行受入を実施する団体の増加

・教員の負担増、リスク意識の高まり

内 部 環 境

外

部

環

境

① 農業・農村体験を探求学習へ展開

② 自然・環境学習を探求学習へ展開

③ 南会津ならではのスキー合宿の推進

④ 生徒との交流をメニュー化

⑤ ホープツーリズムと連続した学習内容作成

⑥ 南会津ならではのコンテンツを深掘りした商品

⑦ 教員の手続き等、内部に対するアプローチでの差別化

⑧ 生徒一人一人に対する手厚さのアピール

⑨ 新規民泊受入参入者への働きかけ

⑩ 南会津の教育旅行の「売り」の明確化

⑪ 住民へ向けた手引、ＰＲ資料の作成

⑫ 受入マニュアルの整備

⑬ 探究型学習の体制整備

⑭ 受入農家同士のネットワーク構築

⑮ 他地域と連携、（互いの不足を補う）教育旅行の商品化

⑯ 危機管理マニュアルの整備

（４）クロスＳＷＯＴ分析4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 目標 

「教育旅行における農家民泊受入者数」の年度別の目標値を下表のとおり定め、令和 12 年

度までに 6,000人以上達成することを目標とします。 

 

年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

人数（人） 3,400 4,500 4,800 5,100 5,400 5,700 6,000 

 

 

 

第３章 行動計画 

関係する各機関の具体的な行動計画を次頁に示します。この計画に基づき、教育旅行の受入

拡大に取り組んでいきます。 

なお、令和 9 年度以降の行動計画については、実践したことの効果検証と分析・評価を行いな

がら、目標実現に向け追記していくこととします。 

                                                      

4 クロスＳＷＯＴ分析：「強み」、「弱み」、「機会」、「脅威」の４つの要素を組み合わせて評価する戦略立案方法。 
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項

取
組
内
容

実
施
主
体

実
施
時
期

令
和
6
年
度

令
和
7
年
度

令
和
8
年
度

第
2

四
半
期

（
共

通
）

（
共

通
）

教
育
旅
行
に
お
け
る
農
家
民
泊
受
入
者
数
拡
大
へ
向
け
た
南
会
津
地
域
の
行
動
計
画
策
定

農
林

事
務

所

教
育

旅
行

の

受
皿

の
確

保

農
家

民
宿

新
規

開
設

支
援

新
規
開
設
・
受
入
の
手
引
き
、
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
（
⑪
,⑫

,⑯
）

・
農

家
民

宿
新

規
開

設
を

目
指

す
方

へ
、

計
画

か
ら

営
業

開
始

ま
で

の
実

際
の

手
続

き
に

沿
っ

て
解

説
し

た
南

会
津

版
手

引
き

資
料

を
作

成

・
受

入
時

の
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
し

、
受

入
農

家
へ

配
布

農
林

事
務

所

新
規
開
設
説
明
会
の
開
催
（
⑨
）

・
手

引
き

資
料

等
を

活
用

し
た

新
規

開
設

説
明

会
を

開
催

し
、

新
規

開
設

・
教

育
旅

行
受

入
を

推
進

(株
)み

な
み

あ
い

づ

(株
)只

見
町

観
光

公
社

各
町

村
、

農
林

事
務

所

新
規
開
設
誘
引
・
地
域
内
へ
の
取
組
周
知
（
⑨
,⑩

）

・
各

機
関

の
Ｈ

Ｐ
や

Ｓ
Ｎ

Ｓ
、

チ
ラ

シ
配

付
等

に
よ

り
新

規
開

設
を

誘
引

す
る

と
同

時
に

、
南

会
津

地
域

の
体

験
受

入
の

取
組

を
内

部
へ

発
信

（
南

会
津

の
特

色
を

前
面

に
打

ち
出

し
、

内
部

へ
の

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
）

(株
)み

な
み

あ
い

づ

(株
)只

見
町

観
光

公
社

各
町

村
、

農
林

事
務

所

新
規
開
設
支
援
（
⑨
）

・
農

家
民

宿
新

規
開

設
に

伴
う

申
請

を
補

助

・
新

規
開

設
時

の
現

地
確

認
の

日
程

等
を

調
整

(株
)み

な
み

あ
い

づ

各
町

村
、

農
林

事
務

所

農
家
民
宿
モ
デ
ル
集
落
の
選
定
（
⑨
）

・
教

育
旅

行
に

お
け

る
農

家
民

泊
受

入
を

積
極

的
に

行
う

地
域

を
モ

デ
ル

地
域

と
し

て
選

定
し

、
重

点
的

な
支

援
を

実
施

・
選

定
し

た
地

域
の

取
組

を
発

信
し

、
他

地
域

へ
の

波
及

を
図

る

農
林

事
務

所

(株
)み

な
み

あ
い

づ

各
町

村
、

農
林

事
務

所

受
入
農
家
の
横
の
つ
な
が
り
強
化
（
⑭
）

・
受

入
農

家
座

談
会

を
開

催
し

、
受

入
農

家
同

士
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
強

化

(株
)み

な
み

あ
い

づ

各
町

村
、

農
林

事
務

所

広
域

連
携

に
よ

る

受
入

拡
大

広
域
連
携
の
体
制
確
立
（
⑮
）

・
近

隣
地

域
と

の
受

入
に

係
る

役
割

分
担

を
明

確
に

し
、

フ
ロ

ー
図

を
作

成

(株
)み

な
み

あ
い

づ

農
林

事
務

所

（
共

通
）

（
共

通
）

行
動
計
画
の
検
証
・
評
価

全
機

関
・

団
体

教
育

旅
行

の

需
要

拡
大

新
規

学
校

の
誘

引

リ
ピ

ー
タ

ー
の

確
保

冬
期
受
入
の
強
化
（
③
,⑥

,⑩
）

・
ス

キ
ー

合
宿

と
合

わ
せ

た
雪

国
体

験
の

売
り

込
み

、
受

入
強

化

(株
)み

な
み

あ
い

づ

(株
)只

見
町

観
光

公
社

各
町

村
、

農
林

事
務

所

ホ
ー
プ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
一
体
的
な
誘
致
（
⑤
,⑩

）

・
ホ

ー
プ

ツ
ー

リ
ズ

ム
と

同
一

日
程

で
実

施
可

能
な

地
理

的
利

点
を

強
調

し
た

誘
致

活
動

の
展

開

・
南

会
津

地
域

と
浜

通
り

と
の

状
況

の
差

異
を

学
ぶ

こ
と

で
の

ホ
ー

プ
ツ

ー
リ

ズ
ム

の
学

習
の

深
化

(株
)み

な
み

あ
い

づ

南
会

津
町

、
農

林
事

務
所

私
立
校
・
小
規
模
校
へ
の
営
業
・
受
入
（
⑦
,⑧

）

・
特

に
教

育
方

針
が

合
致

す
る

私
立

校
や

小
規

模
校

へ
キ

ャ
ラ

バ
ン

等
に

よ
る

強
力

な
誘

致
活

動
の

展
開

、
学

校
の

要
望

に
合

わ
せ

た
受

入
調

整

・
機

械
的

で
な

い
、

生
徒

一
人

一
人

に
対

す
る

手
厚

さ
の

ア
ピ

ー
ル

(株
)み

な
み

あ
い

づ

南
会

津
町

、
農

林
事

務
所

成
功
事
例
の
積
み
上
げ
（
⑧
）

・
南

会
津

地
域

で
受

入
可

能
な

学
校

の
受

入
事

例
の

積
み

上
げ

・
受

入
時

の
様

子
を

地
域

内
外

へ
発

信

(株
)み

な
み

あ
い

づ

各
町

村
、

農
林

事
務

所

農
家

民
宿

経
営

継
続

・
再

開

先
進
地
視
察

・
広

域
連

携
に

よ
る

受
入

実
施

地
域

、
探

求
学

習
実

施
地

域
等

を
視

察

・
視

察
内

容
を

受
入

農
家

へ
共

有

南
会

津
の

教
育

旅
行

の

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ

学
習
ツ
ー
ル
の
作
成
・
共
有
（
①
,②

,④
,⑤

,⑥
,⑩

,⑬
）

・
南

会
津

地
域

で
実

施
可

能
な

体
験

や
地

域
課

題
を

探
求

学
習

の
枠

組
み

で
メ

ニ
ュ

ー
化

　
→

地
域

住
民

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

通
じ

た
課

題
発

見
、

解
決

を
メ

ニ
ュ

ー
に

盛
り

込
む

・
原

子
力

災
害

時
の

状
況

聞
き

取
り

、
復

興
の

取
組

理
解

（
モ

ニ
タ

、
販

促
等

）
等

の
学

習
を

メ
ニ

ュ
ー

化

・
各

学
習

に
活

用
で

き
る

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
メ

ニ
ュ

ー
毎

に
作

成
し

、
受

入
農

家
に

配
付

農
林

事
務

所

南
会
津
地
域
の
魅
力
発
信

・
南

会
津

の
教

育
旅

行
や

地
域

資
源

を
各

機
関

の
H

P
や

S
N

S
、

教
育

旅
行

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
等

で
積

極
的

に
発

信
し

、
南

会
津

の
魅

力
を

P
R

各
町

村
、

振
興

局

 


